
事故もしくは災害初期活動に関する要領 

 

（目的） 

第１条  この要領は、地震や風水害などの異常気象や管路折損及び水質事故等の事故など

の緊急時において、豊中市災害対策本部（以下「市災対本部」という。）又は豊中市上

下水道局災害対策本部（以下「局対策本部」という。）が設置されるまでの間、迅速か

つ適切な初期活動を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２  事故もしくは災害の規模別配備体制は、次表に掲げるところによる。 

 

配備体制 摘               要 

地震配備体制 

（Ａ号） 

大阪府内に震度「４」の地震が発生又はこれに相当する地震発生に

よって水道施設（取水・浄水・配水施設、導水・送水・配水管、給水

管「公道上」及び給水装置「宅地内」をいう。以下同じ。）や公共下水

道施設（下水道管・処理場・ポンプ場・雨水貯留施設）並びに猪名川

流域下水道処理施設等の被害予想がされもしくは発生した場合 

風水害配備体制 

（Ｂ号） 

台風の進路が近畿地方に予想されるとき又は北大阪に大雨に関する

警報が発表され、体制の必要が認められた場合 

寒波配備体制 

（Ｃ号） 

低温注意報が発令され、寒波による強い冷え込みが予想される場合

又は寒波による強い冷え込みがあり、多数の破裂通報があった場合 

渇水配備体制 

（Ｄ号） 

渇水による取水・受水制限等に伴い、給水制限等を実施する場合 

特別配備体制 

（Ｅ号） 

水質事故及びテロ災害等上記以外の事故によって、水道施設及び公

共下水道施設並びに猪名川流域下水道処理施設に甚大な影響と被害が

発生した場合 

そ の 他 前各号の相当する状況が発生した場合及び事業の運営に支障をきた

す事態が発生した場合 

（設置） 

第２条  初期活動の拠点は、被害の状況により次の順位で設置する。 

（１）  上下水道局庁舎 

（２）  柴原浄配水場（水運用センター） 

（３） その他施設 

 



（組織等） 

第３条  局対策本部を設置するまでの間、次の連絡体制により情報を伝達するとともに、

担当課及び水道技術管理者は初期活動配備本部の設置要請を行うものとする。 

【初期活動配備本部を設置するまでの体制】 

 

 

                            （水道法に係る場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  担当課及び水道技術管理者より初期活動配備本部の設置要請があった場合には、次に

掲げる者をもって初期活動配備本部を図表１の組織とする。 

本 部 長 副本部長 副本部長付 本 部 員 

上下水道   

事業管理者 

経営部長 

技術部長 

お客さまセンター長

水道技術センター長

下水道技術センター長

猪名川流域下水道事務所長

水道技術管理者

総務課長 

経営企画課長 

窓口課長 

給排水課長 

サービス課長 

水道建設課長 

浄水課長 

水道維持課長 

下水道建設課長 

下水道管理課長 

下水道施設課長 

猪名川流域下水道事務所建設課長

猪名川流域下水道事務所維持課長

 

 

 

 

 

発見者 
上下水道局 

（宿直者等） 

総務課長 

経営企画課長 

窓口課長 

給排水課長 

サービス課長 

水道建設課長 

浄水課長 

水道維持課長 

下水道建設課長 

下水道管理課長 

下水道施設課長 

猪名川流域事務所 

 建設課長 

 維持課長 

初期活動配備本部の設置 

給水停止等の緊急措置命令 

水道技術管理者 

要請 

要請 



３  第２項に規定する組織には、次に掲げる体制のもと班を置き、その業務分担は別表１

及び別表２のとおりとする。 

 

【初期活動配備本部の班体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  本部は、次の初期活動を行うものとする。 

（１）  職員の出動体制に関すること。 

（２）  被害状況の把握に関すること。 

（３）  二次災害の防止に関すること。 

（４）  応急給水計画の準備に関すること。 

（５）  応急復旧計画の準備に関すること。 

（６）  その他必要とする事項に関すること。 

（職員の出動基準等） 

第４条 本部を設置した時の職員の出動基準は次のとおりとする。 

配備体制 勤 務 時 間 内               勤 務 時 間 外                

地震配備体制 
（Ａ号） 
 
 
 
 

 
 
 
 

初期活動配備本部の本部員は、
速やかに所定の勤務場所に出動
し、初期活動にかかる体制構築を
図る。 
 

 
第１非常配備 
震度「４」の地震
が発生した場合 
 

 
豊中市地域防災計画（以下「市
防災計画」という。）に基づく震
災初動要員に指名された職員は、
本部員の指示に基づくものとす
る。 

震災対応マニュアルに基づく震
災初動要員（課長級）は、自己及
び家族の安全を確保し、地震被害
状況を収集して、出動する。 
 

本部長 

（上下水道事業管理者） 

総務班動員・調達担当（総務課長） 

総務班調査・広報担当（経営企画課長） 

応急給水班応急・給水担当（窓口課長） 

応急給水班応急・給水担当（サービス課長） 

応急給水班計画・情報担当（給配水課長） 

水源班浄水施設担当（浄水課長） 

水道復旧班計画・情報担当（水道建設課長） 

水道復旧班管路復旧担当（水道維持課長） 

下水対策班計画情報担当（下水道建設課長） 

下水対策班管路復旧担当（下水道管理課長） 

下水対策班ポンプ場処理場担当（下水道施設課長）

猪名川流域班（猪名川流域下水道事務所建設課長）

猪名川流域班（猪名川流域下水道事務所維持課長）

副本部長 

（経営部長・技術部長） 

副本部長付 

（お客さまセンター長）

（水道技術センター長） 

（下水道技術センター長）

（猪名川流域下水道事務所長）

（水道技術管理者） 



 
第２非常配備 
震度「５弱」以上
の地震が発生した
場合 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
平常業務から即時、初期活動の
配備体制に切り替える。 
 
 
配備体制は市災対計画の職員動
員計画をふまえ、本部員が職員に
指示する。 
 
 
庁舎外で勤務していた職員は、
工事現場等の安全対策を講じた
後、速やかに帰庁して配備体制に
入るものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

震災対応マニュアルに基づく震
災初動要員（係長級及び初動要
員）職員は自己及び家族の安全を
確保しこの後、地震被害状況を収
集して、所定の勤務場所へ参集す
る。（参集は自主参集とする） 
 
 
配備体制は、職員の出勤状況及
び市災対計画の職員動員計画をふ
まえ本部員が職員に指示する。 
 
非番（交替勤務者等）及び休暇
中の職員については、別に定める
基準に準じるものとする。 

 
第３非常配備 
震度「６弱」以上
の地震が発生した
場合 
 
 
 

 全職員が所定の勤務場所へ参集
する。 
（参集は自主参集とする） 
 
配備体制は、職員の出勤状況及
び市災対計画の職員動員計画をふ
まえ本部員が職員に指示する。 
 
災害が広範囲の場合、または交
通遮断等の止むを得ない事由によ
り所定の勤務ができないときは、
本部から指示された施設等へ参集
する。 
 

 
風水害配備体制 
（Ｂ号） 
警戒要員体制 
 
Ａ号-１配備体制 
 
 
Ａ号-２配備体制 

 
通常勤務から即時、初期活動の
配備体制に切り替える。 
 
 
配備体制は本部員が職員に指示
する。 
 
庁舎外で勤務していた職員は、
連絡を受けた後、地震配備体制と
同様の対処行う。 
 
 

参集基準は、雨当番の警戒体制
から、市防災計画の風水害対策本
部組織に基づき事前に指名された
職員は、参集指令を受けた後、速
やかに所定の勤務場所へ参集す
る。 
 
配備体制は、職員の出勤状況及
び市災対計画の職員動員計画をふ
まえ本部員が職員に指示する。 
 
非番（交替勤務者等）及び休暇
中職員については、別に定める基
準に準じるものとする。 
 

 
 
寒波配備体制 
（Ｃ号） 

 
通常勤務から即時、初期活動の
配備体制に切り替える。 
 
 
配備体制は本部員が職員に指示
する。 
 
庁舎外で勤務していた職員は、
連絡を受けた後、地震配備体制と
同様の対処行う。 

 
 

職員は出勤指令を受けた後、速
やかに所定の勤務場所へ参集す
る。 
 
配備体制は職員の出動状況を踏
まえ本部員が職員に指示する。 
 
非番（交替勤務者等）及び休暇
中職員については、別に定める基
準に準じるものとする。 

 
 

 
渇水配備体制 
（Ｄ号） 

同   上 同   上 



 
特別配備体制 
（Ｅ号） 

同   上 
 

 
同   上 

 
 
そ の 他 
 

同   上 同   上 

 

（職員の参集基準） 

第５条 参集の対象者は全員とする。ただし、次に掲げる者は除く。 

（１）災害発生時に病気、負傷等の理由により、初期活動に困難であると所属長が認めた

者 

（２）公務のため管外出張中の者 

（３）豊中市上下水道局職員安全衛生管理規程第３１条に定める要休養者及び養護者。な

お、養護者については健康上無理のない範囲で、初期活動に従事させることができ

る。 

（４）その他の事情により、特に所属長が止むを得ないと認めた者 

（職員の職務の厳正） 

第６条 職員は、災害時における職務の緊急性及び重要性を十分自覚し、かつ、職務の遂

行にあたっては、本部長の指示に従い全力をあげてこれに専念しなければならない。 

（参集時の留意事項） 

第７条 職員は、参集にあたって次のことに留意するものとする。 

（１）報道等により正確な情報を早く把握し、冷静かつ迅速に自主参集する。 

（２）初期活動に安全で便利な服装とし、必要と判断される用具をできるだけ携行するも

のとする。 

（３）交通機関の運行休止、道路の遮断等により通勤方法に支障が生じた場合は、徒歩、

自転車等により参集するものとする。 

（４）参集途中で得た災害状況等、初期活動を行う上で必要な情報は、参集後速やかに本

部員に報告するものとする。 

（初期活動内容と分担） 

第８条 参集した職員は、ただちに本部の指示に従い、別表１及び別表２の初期活動を分

担して行うものとする。 

（情報の処理） 

第９条 初期活動で得た情報の処理については、図表２及び図表３並びに図表４の事象ご

との情報連絡体制で速やかに措置を行う。 

（報告の義務） 

第 10 条 職員は、初期活動で得た情報については本部員に報告するほか、特に初期活動

及び継続する災害復旧対策に際し、必要とされる事項については被害状況報告書（別紙

第１号様式）を提出しなければならない。 

２ 本部員は、所属の職員の初期活動職員参集報告書（別紙第２号様式）を本部長に提出

しなければならない。 

 



（広報等の活動） 

第 11 条 初期活動における広報活動等の実施にあたっては、本部員の指示に基づき災害

状況に応じた措置を行う。なお、広報活動等に関し、本部長が別に定めることがある。 

（初期活動体制から移行） 

第 12 条 初期活動を完了した職員は、本部からの指示により災害復旧対策の本格的な業

務へ移行するものとする。 

（細則） 

第 13 条 この要領に定めない事項及び初期活動に応じて必要な事項については、本部長

の判断により、これを決定する。 

    附 則 

１ この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この要領に定められた初期活動に係る業務分担については、配備体制の外災害等の状

況により、他班の応援もしくは、変更することができる。 

３ 初期活動終了後に設置される豊中市上下水道局災害対策本部（局災害対策本部）の組

織図表１及び任務分担についても、別表１及び２を基本として確立するものとする。 

    附 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２３年８月２３日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 



図表１ 上下水道局対策本部の組織 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※地震・風水害・寒波・渇水・特別配備情報処理体制（時間外）と併用します。 

本部長 
(上下水道事業管理者) 

 
副本部長 

（ 経 営 部 長 ） 
（ 技 術 部 長 ） 

 

調査・広報担当 
(経営企画課主幹) 

(経営企画課課長補佐) 
 

動員・調達担当 
（総務課主幹） 
（総務課課長補佐） 

 

 
（本部員 窓口課長） 
（本部員 給排水課長） 
（本部員 サービス課長）

 
（本部員 浄水課長） 

 
 

 
（本部員 水道維持課長） 
（本部員 水道建設課長） 

 

応急・給水担当 
（窓口課課長補佐） 
（サービス課課長補佐）

浄水施設担当 
（浄水課課長補佐） 

 

計画・情報担当 
（水道建設課課長補佐） 
 

管路復旧担当 
（水道維持課課長補佐） 
 

総 務 班

応急給水班 水源班 水道復旧班 

： 上下水道局本部員 

 
（本部員 総 務 課 長） 
（本部員 経営企画課長） 

 

下水対策班 

計画・情報担当 
（本部員 下水道建設課長）

 
 

管路復旧担当 
（本部員 下水道管理課長）

 
 

ポンプ場・処理場担当 
（本部員 下水道施設課長）

 
 

猪名川流域担当 
（本部員 猪名川流域事務所建設課長）

（本部員 猪名川流域事務所維持課長）

 

計画・情報担当 
（給排水課主幹） 

 

副本部長付 
（お客さまセンター長） 
（水道技術センター長） 
（下水道技術センター長） 
（猪名川流域下水道事務所長）

（水道技術管理者） 



図表２ 情報処理連絡体制〔漏水事故・水質事故〕（時間外） 

                                                                                

                                                                                

 

 

 

 

                              （漏水事故） 

                     

通報 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （水質事故） 

 

 

       通報 

 

 

 

 

◎広報関連の必要がある場合は、経営企画課長へ連絡を入れる。 

◎事故の規模により、各所属で作成されてある緊急連絡網で体制を確保する。 

◎緊急連絡網で連絡が取れない場合は、役職順で回すまた、各所属の緊急連絡網においても不在は飛ばして回すこと。 

 

市民・関係機関 

 

当直者 

（警備員） 
水道維持課長 

水道建設課長 

総務課長 

経営企画課長 

窓口課長 

給排水課長 

当直者 

（浄水係） 

下水道建設課長 技術部長 

経営部長 

浄水課長 

水道維持課長 水道建設課長 水道技術管理者

総務課主幹 

水道技術管理者

修繕工事係 

総務課主幹 

危機管理室 

広報広聴課 

議会 

報道機関 

経営企画課 

市   長 

窓口課長 

浄水課長 

総務課長 

技術部長 

経営部長 

下水道建設課長 

上下水道事業管理者 

上下水道事業管理者 

下水道管理課長 下水道施設課長

 市   長 

給排水課長 

下水道管理課長 下水道施設課長

猪名川流域事務所 

建設課長 

猪名川流域事務所 

建設課長 

副 市 長 

副 市 長 

猪名川流域事務所 

維持課長 

下水道技術 

センター長 

水道技術 

センター長 

猪名川流域事務所 

維持課長 

下水道技術 

センター長 

水道技術 

センター長 

サービス課長 

サービス課長 

お客さま 

センター長 

お客さま 

センター長 

猪名川流域 

事務所長 

猪名川流域 

事務所長 



図表３ 情報処理連絡体制表〔風水害配備〕（時間外） 

                                                                                

                                                                                

 

                               

                                  

連携 

            

 

 

 

 

 

 

      連携                        連携            連携                 

                                                     連携 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎雨当番体制だけでは、対応出来ないと判断した場合の連絡網。 

◎各所属で作成されてある緊急連絡網で体制を確保する。 

◎緊急連絡網で連絡が取れない場合は、飛ばして回すこと。 

（出勤要請） 

下水道管理課長 

本庁班（都市基盤部） 

雨当番 

水道建設課長 

水道維持課長 

水道技術センター長 

給排水課長 

経営企画課長 

総務課長 

経営部長 

下水道建設課長 

上下水道事業管理者 

本局班（上下水道局） 

雨当番 

都市基盤部水路課長

下水道施設課 

雨当番 

原田処理場 

雨当番 

下水道管理課長 下水道技術センター長 技術部長 

（出勤要請） 

都市基盤部水路課長 
都市基盤部長 

市 長 

副市長 

消防長 

窓口課長 

 

 

 

危 

機 

管 

理 

室 

対 

応 

猪名川流域事務所 

建設課長 

下水道施設課長 

猪名川流域事務所 

維持課長 

サービス課長 

お客さまセンター長

猪名川流域 

事務所長 



図表 4 情報処理連絡体制〔特別配備〕（時間外） 
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◎事故の規模により、各所属で作成されてある緊急連絡網で体制を確保する。 

◎緊急連絡網で連絡が取れない場合は、役職順で回すまた、各所属の緊急連絡網においても不在は飛ばして回すこと。 

総務課主幹 給排水課長 窓口課長 

上下水道事業管理者 経営部長 

浄水課長 

下水道技術 

センター長 

水道維持課長 

総務課長 

経営企画課長 守衛室 

下水道建設課長 下水道施設課長

猪名川流域事務所 

建設課長 

技術部長 

水道技術 

センター長 
水道建設課長 

下水道管理課長

関係機関 

猪名川流域事務所 

維持課長 

サービス課長 
お客さま 

センター長 

猪名川流域 

事務所長 



別表１　業務分担表

本部の総務に関すること

各班との連絡調整に関すること

日本水道協会への応援要請及び調整に関すること

職　員　係 職員の状況把握及び動員に関すること

庁舎の保全及び管理に関すること

応急資機材・その他応急物資の調達に関すること

保険等に関すること

議会・市長部局・報道機関等の連絡調整及び協力要請に関すること

市民への広報等の計画及び指導に関すること

職員に対する情報等の伝達に関すること

情報システム係 情報の収集及び記録に関すること

応急対策に要した費用の整理に関すること

応急用資器材等の確保及び出庫に関すること

苦情等の受付・調整及び処理に関すること

大口需要家等に対する個別要請及び指導に関すること

応急給水活動の実働に関すること

被害調査の実働に関すること

営　業　係 需要家との折衝及び調整に関すること

サービス係 苦情等の受付・調整及び処理に関すること

計量管理係 応急給水活動の実働に関すること

給水管理係 指定工事事業者に対する出動要請に関すること

飲料水の搬送等応急給水の総合指揮に関すること

応援給水に関する一切の業務

排水設備係 応急給水の応援

市内各地区の給・配水計画に関すること

配水量のコントロールに関すること

復旧方法の調整・策定に関すること

監督官庁への連絡及び建設業者への応援依頼・作業指導に関すること

配水管に起因する赤水等発生時の対策処理に関すること

修繕等に関する調整・処理に関すること

漏水等の調査に関すること

被害給・配水管等の修理に関すること

応援修繕に関する一切の業務

府営水道との連絡調整及び受・配水量の計画・調整に関すること

取水・浄水・配水施設の運転・操作・復旧に関すること

水　質　係 原水・応急給水の水質検査・保全及び薬品管理に関すること

下水道計画係 関係部局及び関係機関への連絡調整に関すること

復旧方法の調整・策定に関すること

建設業者への応援依頼・作業指導に関すること

管　理　係 苦情・相談等の受付処理に関すること

改　良　係 修繕等に係る調整・処理に関すること

水質指導係 公共下水道に係る水質調査に関すること

ポンプ場の運転・操作・復旧に関すること

雨水貯留施設の操作・復旧に関すること

水　質　係 庄内処理場及びポンプ場の水質管理及び薬品管理に関すること

施設操作係 庄内処理場の運転・操作・復旧に関すること

設　備　係 庄内処理場及びポンプ場の機械・電気設備の修繕に関すること

管　理　係 事務所の保全及び管理に関すること

施　設　係 原田下水処理場１・２系施設の保全及び管理に関すること

１・２系保全係 原田下水処理場１・２系施設運転・操作・復旧に関すること

３系保全係 原田下水処理場３系施設運転・操作・復旧に関すること

水　質　係 原田下水処理場の水質管理及び薬品管理に関すること

維　持　係 原田下水処理場内の管渠の修繕・復旧に関すること

建　設　係 流域下水道の府県との調整に関すること

設　備　係 流域下水道の機械・電気設備の修繕に関すること

下水道建設係

計画・情報担当
（下水道建設課）

管路復旧担当
（水道維持課）

修繕工事係

※風水害体制：原田処理場の運転操作に関すること

猪名川流域担当
（猪名川流域事務所維持課）

猪名川流域担当
（猪名川流域事務所建設課）

管路復旧担当
（下水道管理課）

ポンプ場係

ポンプ場・処理場担当
（下水道施設課）

下水対策班

※風水害体制：水道復旧班と連携して浸水被害現地調査に関すること（簡易な浸水処理を含む）
　　　　　　　ポンプ場・処理場担当は庄内処理場及び各ポンプ場の運転操作に関すること

水道建設係

維持管理係

※風水害体制：市民からの電話受付及び処理の関すること

※風水害体制：除外

※風水害体制：下水対策班と連携して浸水被害現地調査に関すること（簡易な浸水処理を含む）

水道復旧班

浄水施設復旧担当
（浄水課）水源班

浄　水　係

計画・情報担当
（水道建設課）

応急給水担当
（窓口課）

応急給水担当
（サービス課）

収　納　係

料　金　係

給水工事係

水道計画係

経　理　係

調査・広報担当
（経営企画課）

総務班

応急給水班

計画・情報担当
（給排水課）

※風水害体制：動員・調達及び調査・広報に関すること

総　務　係

契約管財係

動員・調達担当
（総務課）

企画調整係



  

別表 2 初期活動業務と役割分担表 

業務区分 業務項目 

主な実施担当*1 

 

本部長 

 

水道 

技術 

管理者 

総務班 
応急 

給水班 
水源班 

水道 

復旧班 

下水道 

対策班 

猪名川 

流域班 

初動体制の確立 初動体制の確立等 

職員の動員と配備 

職員参集時における被害状況把握 

局庁舎及び施設の点検と二次災害防止（火災防止・危険物等の措置） 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

応急体制の確立 

指揮・命令 

総合調整 

指揮・命令 

上下水道部初期活動配備本部の統括・指揮・命令[対策本部長、水道技術管理者] 

班の活動の統括・指揮・命令[本部員] 

担当の活動の統括[担当責任者] 

○ 

 

 

○  

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

会議等 

上下水道部初期活動配備本部会議(本部会議)[対策本部長、水道技術管理者、本部員] 

班会議[各班の構成員全員]（職員への情報提供も含む） 

他班との連絡調整[担当責任者] 

○ 

 

 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

情報連絡 

市民対応 

情報連絡等 

資料等の準備(情報連絡、応援要請関係) 

通信機器の確保 

緊急輸送車両確認証明書の確保 

地震災害関係情報(道路被害・復旧状況等)の確認 

水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認 

内水の浸水・下水道施設・ポンプ場・猪名川流域下水道の被害状況、復旧計画の確認 

厚生労働省、大阪府等との相互の情報連絡体制の確立 

国土交通省、関係府県等との相互の情報連絡体制の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

 

 

 

 

○ 

 

 
 

 

 

 

 

○ 

 

 
 

 

 

 

 

○ 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 

 
○ 

 

 

 

 

 

○ 

 
○ 

市民対応 
広報（市長部局・報道等への提供） 

苦情処理等（風水害による確認も含む） 

 

 

 ○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

○ 
 

 

他事業体への応援要請 
応急給水の応援要請と配備(応援事業体等に対するもの) 

応急復旧の応援要請と配備(応援事業体に対するもの) 

 

 

 ○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

物資等確保 

用務 

物資等の確保 

宿舎・駐車場の確保と管理 

給油所、車両整備所の確保 

物資等の確保(食料、医薬品、救援物資等) 

物品購入 

 

 

 

 

 ○ 

○ 

○ 

○ 

     

用務等 

応援者・職員に対する用務(依頼受付と処理) 

交通事故の処理 

特命事項の実施 

 

 

 

 ○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

応急給水 
応急給水計画の策定等 

資料等の準備(応急給水関係)    ○     

応急給水計画の策定(拠点給水、運搬給水、消火栓からの仮設給水)  ○  ○  ○   

応急給水の実施 応急給水の実施(応援事業体の配備・応急給水状況調査を含む)  ○  ○     

応急復旧 

(施設・管路) 

被害状況の把握と緊急措置 

資料等の準備(応急復旧関係) 

水道施設の被害状況・断水状況調査(緊急措置、配水調整を含む) 

浸水被害及び下水道施設の被害状況調査(浸水処理を含む) 

ガス管等の他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認 

 

 

 

 

 

  

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 
○ 

○ 

 

○ 
○ 

応急復旧計画の策定等 

応急復旧計画の策定     ○ ○ ○ ○ 

施設復旧業者への応援要請と配備（点検・確認による復旧操作） 

管路復旧業者への応援要請と配備（事後処理体制も視野に入れる） 

応急復旧資材の確保（特殊な資材は実施担当で確保） 

資材基地、残土置場の確保 

 

 

 

 

  

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

  ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

応急復旧・運転の実施 

漏水調査の実施      ○ ○  

応急復旧工事の実施(応急復旧状況調査、仮設給水栓設置状況調査を含む)     ○ ○ ○ ○ 

応急運転の実施（浄水場・ポンプ場・猪名川流域下水処理場） 

水質検査の実施 

  
 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

注) *1 ：当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当(○の部分)。 

   ※各班には、主要業務(○の部分)以外の業務もある。 



様式１

担当者 通報時間

担当者 通報時間

担当者 通報時間

担当者 通報時間

担当者 通報時間

被害状況確認

報告者
課

場所

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　）

豊中市　　　　　　　　　町　　　丁　　　番　　　号

氏名 所属

日時

概要

連絡先 電話　　　　　　－

受信者
氏名 所属

備考

関係連絡先

　道路管理者（　市　・　府　・　国　）

課

連絡先 電話　　　　　　－

方法

処理対応

消防署　（　北署　・　南署　） ：

：

警察署　（　豊中　・　豊中南　） ：

適用

被害状況報告書

その他
：

：



様式２

番号 所　　属 氏　　名 参集時刻 出動方法 備　　考

1 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

2 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

3 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

4 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

5 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

6 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

7 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

8 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

9 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

10 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

11 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

12 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

13 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

14 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

15 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

16 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

17 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

18 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

19 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

20 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

21 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

22 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

23 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

24 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

25 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

26 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

27 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

28 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

29 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

30 ： 徒歩・自転車・単車・自動車

初期活動職員参集報告書
参集日       年     月     日（  ）
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